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訓練受講に当たって

　公共職業訓練（委託訓練）は、求職者（仕事をお探しの方）を対象として、修了後３か月以内に訓練と関連し

た仕事に就職するように努めていただくことを目的に実施しています。講座運営の費用は、ご自身が納めた雇用

保険料だけでなく、税金でまかなわれています。

　このため誠意をもって訓練受講に臨み、誠実かつ熱心に求職活動を行い、訓練修了後の就職を目指すことが求

められていますので、応募に当たってあらかじめご承知ください。

訓練日時

・訓練日は、平日（月曜日から金曜日。土曜日・日曜日・祝日・年末年始は原則休み）の９時頃から１７時頃

までです。（開始・終了の詳細の時間は各講座の訓練時間をご参照ください。）

・訓練は、100％受講することが原則です。やむを得ない場合を除き、訓練は欠席することができませんので、

あらかじめ開講日程を確認しご自身のスケジュールなどもよく調整した上で、ご応募ください。

・就職が決定した場合などは、訓練途中でも退校することができます。

・訓練実施施設（介護施設での実習を含む。）への通所（通学）は、原則として公共交通機関の利用となります。

・テキスト代等の自己負担がありますので、入校説明会で指定する日時までに納めてください。事前に詳細を確

認したい場合、各訓練実施施設にお問い合わせください。なお、資格試験を受験する場合の受験料は、テキス

ト代等とは別に自己負担となります。

・授業の進行を妨害したり、訓練担当者の指示に従わずに秩序を著しく乱したとき、欠席・遅刻・早退が多いと

きなどは、退校していただく場合があります。

訓練受講の注意

１　雇用保険失業給付……�雇用保険の受給資格者で、公共職業安定所長の受講指示を受けて職業訓練を受講する

方は、訓練受講期間中、雇用保険の失業給付（基本手当、受講手当、通所手当）の支

給を受けられる場合があります。

２　職業訓練受講給付金…�雇用保険を受給できない方が、公共職業安定所長の支援指示を受けて職業訓練を受講

する場合は、訓練受講期間中、職業訓練受講給付金（職業訓練受講手当、通所手当、

寄宿手当）の支給を受けられる場合があります。

職業訓練中の給付等 ※詳細は、ハローワークにお問い合わせください。

・就職を支援する目的で実施する訓練のため、訓練生が修了後速やかに就職できるよう、カリキュラムには「就

職支援」が組み込まれています。就職支援の授業も必ず出席していただく必要があります。

・各訓練実施施設にはキャリアコンサルタントを配置し、一人ひとりにジョブ・カード作成の支援やキャリアカ

ウンセリングを行うとともに、面接対策講座の実施、求人情報の提供などを行い、早期に就職する支援を行い

ます。

・訓練修了後には、就職状況を報告（訓練修了日、訓練修了後１か月後・３か月後）していただきます。

就職支援

・訓練受講に当たって………Ｐ１
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申込み手続の流れ

施設見学会への参加（任意）

・実際に訓練を受ける場所や施設などを確認することをお勧めします。

・訓練実施施設の担当者に直接質問ができます。

・施設見学会は、電話予約（電話番号は各講座の「講座概要」に記載）が必要です。

2
step

ハローワークでの職業相談

・公共職業訓練の申込みには、住所地を管轄する公共職業安定所（ハローワーク）窓口での職業相談が

必要です。管轄のハローワークに行き、職業相談を受けてください。

・訓練中の給付（１ページ）や応募資格（３ページ）についてもハローワークにお問い合わせください。

・埼玉県内の管轄ハローワークは 24 ページに記載されています。

1
step

ハローワークでの受付手続

・応募手続などは、４ページでご確認ください。

・直接本人がハローワークに行き、窓口で受付手続を行ってください。ハローワークでの受付印がない

と次のステップには進めません。

・ハローワークでの受付期間は募集期間と同じです。募集期間外での受付はできません。

4
step

埼玉県立職業能力開発センターへの応募書類提出（募集期間内必着）

・応募手続などは、４ページでご確認ください。

・持参する場合の受付時間は、月〜金曜日（祝日・年末年始を除く）の８：３０から１７：１５までです。

・郵送する場合は、募集期間内必着で郵送してください。

※各講座の応募状況は、職業能力開発センターのホームページに掲載されます。

※応募者数が最少開講人数を下回り開講を中止する場合は、募集締切日の翌営業日中にご連絡します。

5
step

入校願書及び返信用封筒（希望者は託児サービス利用申込書）の記入3
step

・応募方法などは、３〜４ページでご確認ください。

・記入例を参考に必ず応募者本人が記入してください。

・入校願書・返信用封筒は、埼玉県内の各ハローワーク又は職業能力開発センターにあります。なお、

入校願書は、このパンフレット巻末又は職業能力開発センターホームページからも入手できます。

受講可否の連絡

・受講の可否は、４月２０日（月）までに応募者全員に郵便で通知します。

・選考結果及び合否の理由に関する問合せにはお答えできません。

・�郵便が届かない場合には、翌日以降にお問い合わせください。

7
step

入校説明会への出席

・合格者に対して入校説明会を実施します。日程は、各講座の「講座概要」でご確認ください。

・欠席すると入校できません。必ず出席してください。万一欠席する場合は、必ず事前連絡してください。

・入校説明会の詳細については、選考結果通知と一緒に案内を送付します。

8
step

訓練開始（入校）

・入校日は、各講座の「講座概要」でご確認ください。

9
step

選考試験の受験

・選考試験の概要は、４ページでご確認ください。

・選考日、試験内容は各講座の「講座概要」に記載されています。

・選考試験を欠席した場合、応募辞退となります。

6
step
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応募方法

・応募前に住所地を管轄するハローワークに本人が出向き、職業相談を受けてください。

・ハローワークの業務時間は、月曜日〜金曜日（祝日、年末年始を除く）の８：３０から１７：１５までです。

　混雑している場合もありますので、時間に余裕をもっておでかけください。

・ハローワーク関連施設（ふるさとハローワーク等）では、入校願書の受付は行っていません。

ハローワークでの確認

応募書類

以下の応募書類を用意してください。

①入校願書　※巻末に添付しています。

・　記入例を参考に必ず応募者本人が記入してください。

・　�応募者の個人情報は、公共職業訓練に係る業務に限って利用し、他の目的に利用することはありません。

・　虚偽の申告（選考試験含む）をすると、退校となる場合があります。

②返信用封筒（選考結果等の通知用）

・　�応募者本人の郵便番号、住所、氏名、申込講座番号、講座名、開講月を記入し、110 円切手を貼付し

てください。（ご希望により簡易書留とすることもできます。その場合は、封筒に「簡易書留」と朱

書きし、460 円分（基本料金 110 円＋簡易書留料金 350 円）の切手を貼付してください。）

・　�返信用封筒は、職業能力開発センター作成の長３封筒を当センターと埼玉県内の各ハローワークに用

意してあります。市販の封筒（長３（縦120mm ×横 235mm））も使用可能です。

③託児サービス利用申込書（利用希望者のみ）※巻末に添付しています。

・　必ず応募者本人が記入してください。

埼玉県内のハローワーク等に用意している返信用封筒

返信用
切手

・ハローワークに求職申込みをし、受講指示、受講推薦又は支援指示が得られる方で、原則訓練開始日に就

職していない方

　※�受講開始日から遡って１年以内に公共職業訓練又は求職者支援訓練（実践コース）を受講したことがあ

る方は、原則として応募できません。

・応募できるのは１講座のみです。同時に、複数講座への応募はできません。

　詳細はハローワークにご相談ください。

応募資格
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埼玉県立職業能力開発センター

◎その他�

・　各講座の応募状況等は、埼玉県立職業能力開発センターのホームページで確認できます。

・　�出願後、申込みを辞退する場合は、必ず手続をしたハローワークの職業訓練担当と埼玉県立職業能力

開発センターへ連絡してください。

◎ハローワークでの手続

・　�住所地を管轄するハローワークで、入校願書及び返信用封筒、（希望者は託児サービス利用申込書）

の記入内容の確認を受け、公共職業安定所受付印欄（願書及び託児サービス利用申込書右下）に押印

を受けてください。受付印がないと当センターへの出願はできません。

・　�ハローワークでの受付期間は、講座の募集期間と同じです。募集期間外での受付はできません。

◎職業能力開発センターでの手続

・　�ハローワークでの手続後、埼玉県立職業能力開発センターに募集期間内にご持参いただくか、募集期

間内必着で郵送してください。郵送される場合は、簡易書留郵便を推奨します。

・　�簡易書留の場合、郵便局の窓口で簡易書留の手続をして郵送してください。（基本料金＋簡易書留料金

350 円。封筒サイズによって基本料金が異なります。）

応　募　書　類

①入校願書 □　記入例のとおりに各項目もれなく記入しているか

□　ハローワークの受付印があるか

②返信用封筒

（選考結果等の通知用）

□　応募者本人の氏名等、もれなく記入しているか

□　110 円（簡易書留希望の場合は 460 円）の切手が貼ってあるか

③託児サービス利用申込書

（利用希望者のみ）

□　各項目もれなく記入しているか

□　ハローワークの受付印があるか

※①～③の記載内容等は、３ページでご確認ください。

　・　�選考は、４月７日（火）、４月８日（水）のいずれかに、各訓練実施施設で行います。詳細は、「講座概要」

に記載されています。受験票などは送付されません。

　・　選考試験の結果で合否を決定します。

　・　選考結果は合否にかかわらず４月２０日（月）までに応募者全員に郵便で通知します。

　・　選考試験を欠席した場合は、応募辞退となります。

　・　応募者数が少ない場合でも、選考試験の結果によって、受講できない場合があります。

　・　託児サービス利用希望者は、合否の判定に当たり考慮します。

応募手続

【封筒記入例】

募集期間内必着

※�願書郵送用の封筒は、ご自身で

ご準備ください。

　�ハローワーク等に用意されてい

る返信用封筒は使用しないでく

ださい。

選考試験
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　母子家庭や父子家庭など一人で子育てをしている求職者の方や自立支援プログラム対象の生活保護受給

者の方等が優先的に受講できる講座です。

　ビジネスマナーや面接指導など社会人としての基礎的な知識を習得するための科目がありますので、未

就職者、しばらく仕事をしていなかった方にもお勧めできる講座です。

　・全ての講座に託児サービス（利用無料）が付いています。

　・「働くための準備講座」が 18 時限行われます。（ひとり親家庭等応援講座の優先対象者のみ）

　・母子家庭の方などは入校選考で優先されます。（必ず入校できるわけではありません。）

優先対象者   次のいずれかに該当する方

　①�ハローワークに求職申込みをした自立支援プログラム対象者のうち、県内の生活保護受給者の方で福

祉事務所等において「支援対象者」として選定された方、又は県内の児童扶養手当受給者の方で、福

祉事務所等において「支援対象者」として選定された方

　②�ハローワークに求職申込みをした就労経験のない（又は乏しい方）で、次のいずれかに該当する場合

　　　・20 歳未満の子を扶養している方

　　　・障害がある状態の子を扶養している方

　　　・精神又は身体の障害により、長期にわたって労働の能力を失っている配偶者を扶養している方

入校願書に加えて、次の書類のいずれかが必要になります。詳しくはハローワークに確認してください。

　①児童扶養手当の受給を証する書類

　②ひとり親家庭の母等であることを証する書類（世帯全員の住民票等）

　就職氷河期世代の方が優先的に受講できる講座です。必ず入校できるわけではありません。

優先対象者   次の①～③全てに該当する方

　① 1970（昭和 45）年４月２日から 1985（昭和 60）年４月１日までに生まれた方

　②過去１年以内に正規雇用労働者として雇用されたことがない方

　③正規雇用の就労を希望される方

　優先枠応募を希望される場合は、願書の就職氷河期世代応援講座優先枠の希望欄に を付けてください。

注　上記２講座（♡、♧）には、対象となる方以外の求職者の方も応募できます。

　教育訓練施設内での講義と約１か月の企業等での実習を組み合わせて、仕事で必要な実践的能力を身に

つける講座です。

　応募するには、ハローワークでジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを受ける必要があ

ります。キャリアコンサルティングは、遅くとも入校日までに受けることが必要です。（予約制）

　また、訓練期間中の事故等に備え、職業訓練生総合保険に加入していただきます。自己負担となります。

講座の種類等

ひとり親家庭等応援講座とは♡

就職氷河期世代応援講座とは♧

企業実習付講座とは♠
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・託児サービスは、以下の①〜③の全てに当てはまる方のみがお申込みできます。

　① �小学校就学前の児童の保護者で、職業訓練を受講することによって当該児童を保育することができない方

　② 同居親族その他の方が当該児童を保育することができない方

　③ 現在、年契約又は月極め契約で、別の保育施設等に当該児童を預けていない方

　注 ・受入年齢は６歳までの就学前の児童です。講座により異なるため、「講座概要」で必　ずご確認ください。

・�申込み前に、可能な限り託児施設をご見学ください。（見学の際は、訓練実施施設に要連絡）

・障害等がある児童やその他、保育に特別な配慮が必要な場合は、託児サービスを利用できない場合が

あります。申込み前に託児施設に相談することをお勧めします。

・原則、申込み後の取消しはできません。取り消した場合には、合格が取消しとなる場合があります。

・託児サービスの利用は原則として訓練実施日です。施設見学会、選考試験、入校説明会では、利用できません。

・利用料は無料ですが、講座によりおやつ代等の自己負担があります。「講座概要」でご確認ください。

・託児サービス利用の詳細については、受講予定者を対象とした入校説明会で案内します。

・受入児童数を超えて応募があった場合は、託児サービスを利用できない場合があります。

・高熱や感染症疾患等の症状がある場合は、利用できません。

託児サービスについて（希望者のみ）

・介護分野の講座は、訓練内の指定科目（法定科目）を欠席すると退校になる場合があります。また、退校と

ならない場合でも訓練期間中に補講し全て履修しないと修了資格を取得できません。

・介護施設での実習がある場合、職業訓練生総合保険及び健康診断等を受ける必要があります。なお、費用は

自己負担となります。

・日常生活で補助器具を必要とする方・感染症を有する方などは、実習を受けられない場合があります。

介護分野の講座について

対象者

初級 中級

◎ ○

パソコン
レベル

初級
マウス操作、キーボードでのローマ字入力ができる

インターネット検索、メールの送受信ができる

中級

Wordを使って（ビジネス）文書作成ができる

Excelを使って表の作成や関数を使って表計算ができる

PowerPointを使ってプレゼンテーションができる

　事務系及びＩＴ系（情報ビジネス講座）における、対象者レベルの目安は以下のとおりです。各講座の対象者レベ

ルについては、「講座概要」の対象者欄をご覧ください。なお、情報処理講座、ＷＥＢデザイン講座の対象レベルは「講

座概要」に具体的に記載されています。

＜対象者欄の見方（例）＞

＜レベルの意味（目安）＞

◎ 訓練の主たる対象レベル

○ 申込み可能レベル

ー 他のレベルの講座をお勧めします。

＜記号の意味＞

事務系及びＩＴ系（情報ビジネス講座）の対象者レベルについて

　「講座概要」の学科、実技・実習欄に（オンライン訓練あり）と記載がある講座は、訓練の一部をオンライン

で受講することができます。（希望により対面での受講もできます。）

　オンライン訓練可能な科目については、ホームページの講座詳細情報をご確認ください。

　なお、パソコン等の設備（通信費等含む）についてはご自身で準備（負担）していただきます。

オンライン訓練について
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応募者数が最少開講人数を下回った場合は、開講中止となる場合があります。

カリキュラムの詳細は、ホームページの講座詳細情報をご覧ください。
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応募者数が最少開講人数を下回った場合は、開講中止となる場合があります。

カリキュラムの詳細は、ホームページの講座詳細情報をご覧ください。
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応募者数が最少開講人数を下回った場合は、開講中止となる場合があります。

カリキュラムの詳細は、ホームページの講座詳細情報をご覧ください。
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応募者数が最少開講人数を下回った場合は、開講中止となる場合があります。

カリキュラムの詳細は、ホームページの講座詳細情報をご覧ください。
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応募者数が最少開講人数を下回った場合は、開講中止となる場合があります。

カリキュラムの詳細は、ホームページの講座詳細情報をご覧ください。
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